
第25回大館圏域産業祭出展(店)募集要項

１.会期
令和5年10月21日(土) 9:00～16:00

２.会場

ニプロハチ公ドーム（大館市上代野字稲荷台1-1）

３.各部門のブース内容について

【展示部門】＝主に企業のPR及び展示・商談を行うブースです＝

(1)1コマは幅360cm×奥行き360cmです。

(2)1コマにつきテーブル2本、椅子2脚を事務局で用意します。不足分は各自でご準備下さい。

(3)1事業所あたり1枚の事業所名表示板を事務局で用意します。

(4)テーブルの位置等、コマ内の使用方法は各事業所にお任せします。

(5)電気使用に係る申込内容の変更は9月29日(金)までとします。期限後は増設等の対応ができません。

(6)4コマ以上のブースを希望される場合は、会場内の面積制限により、希望に添えない場合もありま

 すのでご了承下さい。

(7)本部門では商品の販売はできません。

(8)スペースの関係上、申込み状況によっては申込順とします。

【物販部門】＝主に商品の即売を行うブースです＝

(1)1コマは幅180cm×奥行き250cmとなり、最高5コマまでとします。

(2)1コマにつきテーブル1本、椅子1脚を事務局で用意します。不足分は各自でご準備下さい。

(3)1事業所あたり1枚の事業所名表示板を事務局で用意します。

(4)出店者用の給排水設備はありません。

(5)電気使用に係る申込内容の変更は9月29日(金)までとします。期限後は増設等の対応ができません。

(6)募集枠は50コマ(申込順)とし、予定数となり次第募集を終了します。

【飲食部門】＝主に飲食物の販売を行うブースです＝

(1)1コマは幅270cm×奥行き360cmとなり、最高5コマまでとします。

(2)本部門の出店スペースは、側面と背面の三方及び前面に机を設置し、その下部は布またはビニール

 で覆います。

(3)仮設店舗での飲食店営業許可で提供できる食品については、取扱い品目に制限があります。詳しくは

 秋田県ホームページ（美の国あきたネット）の「サイト内を検索する」に「仮設店舗での飲食店営業

 許可の手続きについて」と入力し、検索されたファイルの内容をご確認下さい。

(4)1コマにつき椅子1脚を事務局で用意します。不足分は各自でご準備下さい。

(5)1事業所あたり1枚の事業所名表示板を事務局で用意します。

(6)会場内に飲食スペースを用意します。

(7)出店者用の給排水設備を、フィールド内(バックスクリーン側)に設置します。
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※例年の募集要項とは内容が一部異なっている

箇所がありますので、熟慮の上お申込み下さい。

10月22日(日) 9:00～15:00



４.出展(店)料

【展示部門】・【物販部門】・【飲食部門】共通

申込完了後に納付書をお送りしますので、9月29日(金)までにお支払い下さい。期日を過ぎると

出展(店)ができない場合があります。各部門の出展(店)料は次のとおりです。

【展示部門】

(1)1コマにつき

 会 員 17,600円(税込) 大館商工会議所・大館北秋商工会・かづの商工会の会員

 非会員 22,000円(税込) 上記の会員以外

(2)4コマ以上のブースは、以下の計算式により料金を算定します。

 52,800円+(使用面積－40㎡)×550円※算出面積の小数点以下は、切り捨てとします。

 例：会員で200㎡使用の場合52,800円+(200㎡－40㎡)×550円=140,800円(税込)

 ※非会員は25％増しとなります。

(3)10月2日(月)以降の申込者都合によるキャンセルは、以下のとおりキャンセル料が発生します。 

10月2日(月)～10月13日(金)は出展料の50％、10月14日(土)以降は出展料の100％

(4)感染症や災害等の影響で本イベントをやむを得ず中止する場合は、出展料の50％を

 返金します。また、中止により生じた損害は負いません。

【物販部門】

(1)1コマにつき

会 員 11,000円(税込) 大館商工会議所・大館北秋商工会・かづの商工会の会員

非会員 22,000円(税込) 上記の会員以外

(2)10月2日(月)以降の申込者都合によるキャンセルは、以下のとおりキャンセル料が発生します。

10月2日(月)～10月13日(金)は出店料の50％、10月14日(土)以降は出店料の100％

(3)感染症や災害等の影響で本イベントをやむを得ず中止する場合は、出店料の50％を

 返金します。また、中止により生じた損害は負いません。

(8)電気使用に係る申込内容の変更は9月29日(金)までとします。期限後は増設等の対応ができません。

(9)募集枠は50コマ(申込順)とし、予定数となり次第募集を終了します。

【フリーマーケット部門】

(1)1コマは幅300cm×奥行き300cmで、１出店者1コマとします。なお、両日の出店も可能です。

(2)敷物等の備品は各自でご準備下さい。

(3)募集枠は1日28コマ(申込順)とし、予定数となり次第募集を終了します。

(4)販売品は、家庭で不用となった衣類・靴・カバン・日用品・装飾品・家具・本・ＣＤ・玩具等

 及び趣味程度の手づくり品とし、食料品・動物・危険物などは不可です。ゲームやくじのほか、

 卸売で仕入れた物品の販売はできません。

(5)本部門の出店申込み対象は個人の方とし、事業者の出店申込みはできません。

(6)18歳未満の方は保護者の同意が必要です。

(7)小・中学生のみでの出店はできません。
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５.出展(店)申込み

出展(店)を希望する方は、申込書に必要事項を記入のうえ、大館商工会議所又は大館北秋商工会へ

9月１日(金)までにお申し込み下さい。

※出展(店)者に関しては、大館市・小坂町に所在する事業所及び個人とします。

※出展(店)コマ数・面積には限りがあります。

※フリーマーケット部門の申込み先は大館商工会議所のみとします。

※駐車許可証は原則1出展(店)者につき1枚のみ発行します。

【飲食部門】

(1)1コマにつき

会 員 24,200円(税込) 大館商工会議所・大館北秋商工会・かづの商工会の会員

非会員 48,400円(税込) 上記の会員以外

(2)10月2日(月)以降の申込者都合によるキャンセルは、以下のとおりキャンセル料が発生します。

10月2日(月)～10月13日(金)は出店料の50％、10月14日(土)以降は出店料の100％

(3)感染症や災害等の影響で本イベントをやむを得ず中止する場合は、出店料の50％を

 返金します。また、中止により生じた損害は負いません。

【フリーマーケット部門】

お申込時に現金でお支払い下さい。

(1)1コマにつき1日2,500円(税込)です。

(2)10月2日(月)以降の申込者都合によるキャンセルは、以下のとおりキャンセル料が発生します。

10月2日(月)～10月13日(金)は出店料の50％、10月14日(土)以降は100％

(3)感染症や災害等の影響で本イベントをやむを得ず中止する場合は、出店料の50％を

 返金します。また、中止により生じた損害は負いません。
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次のいずれかに該当する場合、出展(店)を拒むか、撤去または退場していただく場合があります。

(1)募集要項を遵守しない場合。

(2)準備・撤去作業等を含む期間中に実行委員会の指示に従わない等の行為があった場合。

(3)風俗、または著しく秩序を乱すもの、衛生上問題があると認められるもの。

(4)爆発、引火等による危険性または公衆に嫌悪感を与えるもの。

(5)容量または重量が過大なもの。※要相談

(6)営業時間を守らないで、途中で帰ってしまうもの。※原則2日間の全日営業厳守

(7)申込者と実際の出展(店)者が異なる場合。※又貸しの禁止

(8)その他不適当と認められるもの。

６.出展(店)の制限
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９.出展(店)備品

出展(店)場所で使用する備品は各自でご準備下さい。

１０.出展(店)場所

前回までの会場レイアウトとは大きく変更となりますのでご了承下さい。

【展示部門】・【フリーマーケット部門】

事務局で決めさせていただきます。

【物販部門】・【飲食部門】

抽選で決定します。抽選会の日程等、詳細は後日ご案内いたします。

1１.事務局

大館圏域産業祭の出展(店)に係わる実行委員会の事務局は、大館商工会議所及び大館北秋商工会内に

設置します。

・大館商工会議所 

〒017-0044 大館市御成町2丁目8－14

TEL／43-3111 FAX／49-0556            

・大館北秋商工会 

〒018-5701 大館市比内町扇田字新大堤下93－11

TEL／55-0406 FAX／55-0755

８.諸官庁への届出等

出展(店)にあたり必要な関係諸官庁(保健所等)への届出は、出展(店)者が事前に責任を持って

行って下さい。

７.出展(店)物の準備・撤去

準備：10月19日(木) 14:00～17:00(車輌進入可) ・ 10月20日(金)  9:00～16:00(車輌進入可)

10月21日(土) 8:00～  9:00(車輌進入不可) ・ 10月22日(日) 8:00～9:00(車輌進入不可）

撤去：10月22日(日) 15:00～17:00(車輌進入不可 ※会場内の状況により車輌進入可とする場合あり)

10月23日(月) 9:00～11:00(車輌進入可）

※1 ドームの開錠時間は、10月22日(土)、23日(日)ともに8:00となります。

※2 フリーマーケット部門の事前準備(19日(木)・20日(金))、事後撤去(23日(月))はできません。
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